
平成２７年度地方税制改正（税負担軽減措置等）要望事項 

（ 新 設 ・ 拡 充 ・ 延 長 ・ その他 ） 

No ７ 府 省 庁 名   国土交通省    

個人住民税  法人住民税  事業税  不動産取得税  固定資産税  事業所税  その他（ 住民税（利子割）、自動車
対象税目 

取得税、自動車税、鉱区税、軽自動車税、特別土地保有税、都市計画税、水利地益税、共同施設税、宅地開発税）

要望 独立行政法人の組織の見直しに伴う税制上の所要の措置 

（海上技術安全研究所・港湾空港技術研究所・電子航法研究所） 項目名 

・特例措置の対象（支援措置を必要とする制度の概要）  
 「独立行政法人改革等に関する基本的な方針」（平成２５年１２月２４日閣議決定）に基づく独立行政法人の統
合に伴い、税制上の所要の措置を講ずること。 

要望内容 

（概要） 
  
・特例措置の内容  

国立研究開発法人海上技術安全研究所、国立研究開発法人港湾空港技術研究所及び国立研究開発法人電子航法
研究所が統合した国立研究開発法人について、非課税独立行政法人等としての取扱を適用すること。 

 

 

 

 法人住民税：地方税法第２５条第１項及び第２項、第２９６条第１項第１号及び第２項 

関係条文 事業税：地方税法第７２条の４第１項第２号、法人税法別表第一 

不動産取得税：地方税法第７３条の３第１項 

固定資産税：地方税法第３４８条第６項及び第７項 

事業所税：地方税法第７０１条の３４第１項 

住民税（利子割）：地方税法第２５条の２第２項、所得税法別表第一 

自動車取得税：地方税法第１１５条第１項 

自動車税：地方税法第１４６条第１項 

鉱区税：地方税法第１７９条 

軽自動車税：地方税法第４４３条第１項 

特別土地保有税；地方税法第５８６条第１項 

都市計画税：地方税法第７０２条の２第１項 

 水利地益税、共同施設税：地方税法第７０４条第１項 

宅地開発税：地方税法第７０４条第２項 

 

減収 ［初年度］   ―   （   ―  ）  ［平年度］   ―   （  ―  ） 

見込額 ［改正増減収額］   ―                          （単位：百万円） 

 （１）政策目的 

要望理由 
国立研究開発法人海上技術安全研究所、国立研究開発法人港湾空港技術研究所及び国立研究開発法人電子航法研

究所を統合することにより、我が国の運輸技術の中核的研究拠点として機能させるとともに、交通運輸分野に係る
モード横断的な研究開発を実施させることにより、国土交通分野の政策課題を解決するための能力の強化を図り、
国における行政ニーズを技術面で支えることを目的とする。 

 

 

（２）施策の必要性 

３研究機関を統合後の国立研究開発法人については、従前の３研究機関と同様、引き続き極めて高い公共性を有

する業務を行うことから、税制上の所要の措置を講ずる必要がある。 

― 本要望に 

対応する 

縮減案 
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合
理
性 

政策体系におけ

る政策目的の位

置付け 

政策目標１１ ICTの利活用及び技術研究開発の推進 
 施策目標４１ 技術研究開発を推進する 

 

統合時期は今夏に正式決定（平成２８年４月統合を想定） 
政策の  
達成目標 

期間の定めのない措置 税負担軽減措

置等の適用又

は延長期間 

 

 
新制度のもとで主務大臣が定めることとなる中長期目標 

同上の期間中

の達成目標 
 

H26.6 独立行政法人通則法の一部を改正する法律 成立 
 

政策目標の 
＜今後の予定＞ 

達成状況 統合時期は今夏に正式決定（H28.4統合を想定） 

― 
要望の措置の  
適用見込み 

有

効

性 

税制上の措置を講ずることにより、現在、３研究機関において実施されている交通モードの安全
性向上・環境負荷低減に資する研究・開発及び公共インフラ（港湾及び空港）の整備等に関する研
究・開発を、引き続き、限られた予算の中で効率的に実施することが可能である。 

要望の措置の 

効果見込み 
 仮に税制上の措置を講じない場合には、課税を前提として研究に必要な予算を計上した上で、課

税に係る税務処理を行う必要が生じ非効率的となる上、運輸産業の国際競争力の強化や海洋の利用

促進等を技術面から支える予算が不足し行政ニーズに対応する技術的な支援が不可能となり安全確

保・環境保全・公共インフラ整備等に支障が生じる。 

（手段としての

有効性） 

国立研究開発法人海上技術安全研究所、国立研究開発法人港湾空港技術研究所及び国立研究

開発法人電子航法研究所の統合に伴い、新たに設立される国立研究開発法人について、公共法

人等（所得税法別表第一、法人税法別表第一、登録免許税法別表第二、消費税法別表第三、印

紙税法別表第二）としての取扱いを適用することを要望。 

当該要望項目 

以外の税制上の

支援措置 

― 
予算上の措置等

の要求内容 
相

当

性 

及び金額 

― 上記の予算上

の措置等と 
 

要望項目との

関係 

税制上の措置に代えて、補助金等他の政策手段による場合は、新たに設立される国立研究開発法

人において税務処理、納税等の事務手続きが発生する上に、国においても補助金の予算措置、交付

等手続きが発生することとなり、非効率的である。 
要望の措置の 

妥当性 
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― 
税負担軽減措置等の 

適用実績 

 
「地方税における

税負担軽減措置等

の適用状況等に関

する報告書」に 

 

 
― 

 

 
おける適用実績 

 

― 税負担軽減措置等の適

用による効果（手段と

しての有効性） 

― 

前回要望時の 

達成目標 

― 前回要望時からの 
 達成度及び目標に 
 達していない場合の理

由  

― 

これまでの要望経緯 
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